
一般社団法人７つの習慣アカデミー協会

「７つの習慣(R)実践会」
認定ファシリテーター会員

及び
マスターズクラブ会員

規　　約



一般社団法人７つの習慣アカデミー協会
「７つの習慣(R)実践会」認定ファシリテーター会員及びマスターズクラブ会員

規約

本規約は、一般社団法人７つの習慣アカデミー協会（以下、「当協会」という。）が主宰する教育事

業（以下、「本事業」という。）における当協会と後記の署名欄に署名した「７つの習慣(R)実践会認定
ファシリテーター会員（以下「F会員」という。)及びマスターズクラブ会員（以下「M会員」という。）との
間の契約関係に適用する。

（個別契約との関係）

第１条　　本規約は、当協会とF会員及びM会員との間の本事業に関する基本的なルールを規定す
るものとし、当協会とF会員及びM会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競
合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

（認定資格および会員資格の付与）

第２条　　次に掲げる要件を満たした場合、M会員資格を付与するものとする。
1) 当協会が定める入会金を支払うこと。ただし、当協会が主宰する「７つの習慣(R)実践

会」認定ファシリテーター養成講座（以下、「養成講座」という。）もしくは、エグゼクティ

ブ大學校（以下、「大學校」という。）を受講修了した場合は免除となる。

2) 本規約に同意をすること。

　　　２　第２条第１項に加え、次に掲げる要件を全て満たした場合、F会員資格を付与するものとす
る。

1) 当協会が主宰する「養成講座」もしくは、「大學校」の認定試験に合格をすること。な

お、当該講座の開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、当協会が別

に定める規定によるものとする。

2) 養成講座もしくは大學校にかかる課題を全て提出していること。

3) 模擬実践会を、当協会が別に定める期日までに、３回以上開催し、所定の報告事項

を報告していること。なお、模擬実践会の開催ルールについては、当協会が別に定

める。

　　　３　本規約の効力が終了した場合、F会員及びM会員の資格を喪失するものとする。

（月額会費の支払い）

第３条　　会員は、当協会に対して、毎月末日までに翌月分の当協会が定める月額会費を支払わな

ければならない。

２　前項および資格付与時の月額会費の支払い方法は、当協会が別途定める手段によって

なされるものとする。なお、その際に銀行振込手数料等が発生する場合は、会員がこれを

負担する。

（認定資格の有効期間と更新）

第４条　　本規約の効力の有効期間は、F会員が前条第１項により認定資格の付与を受けた日から
最初に訪れる３月３１日までとする。

２　F会員が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されるも
のとし、F会員は認定資格の付与を受け続けるものとする。なお、更新後の有効期間は４月
１日から翌年の３月３１日までとし、その後もまた同様とする。

1) 有効期間中の月額会費をすべて納めていること。

2) 更新後の月額会費を有効期間満了日の前日までに、当協会に対して支払うこと。
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3) 認定ファシリテーターのスキルを維持、向上する等の目的で当協会が研修（研修費用

は有償）を開催する場合は、当該研修を受講し修了すること。

4) 「７つの習慣(R)実践会」を年３回以上開催し、所定の報告事項を報告していること。
5) 更新の日から１か月前までに、当協会より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の

通知を受けていないこと。

6) 本規約に違反していないこと。

7) 次項の異議を述べていないこと。

8) 要件を満たすことができない場合は、F会員からM会員へ自動的に移行する。

（利用規約の変更の規定追加）

第５条　　当協会は、法令により会員の同意を必要とする場合を除き、相当な事由がある場合には、

あらかじめ会員の同意を得ることなく、当協会の判断において、本規約の内容を変更（追

加・削除を含みます。）することができます。

２　当協会が本規約の内容を変更する場合は、当協会は変更後の利用規約及び効力発生

日を、あらかじめ会員が登録した電子メールアドレス宛に送信し、かつ、当協会のウェブサ

イトの適宜の場所に掲載する等、相当な方法により周知します。

３　会員が、変更の効力発生日以降に本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約

に同意したものとみなされます（法令により同意の効力が発生しない場合を除きます。）。

４　本規約が変更された後の本サービスの利用に関する諸条件は、変更後の本規約の定め

によります。

５　本規約の変更に同意しない会員は、変更後の本規約の効力発生日に本サービスを退会

するものとします。この場合において、退会月以降の利用料金を支払済である場合には、

退会月の翌月以降の利用料金を返金します。

６　本規約につき、法令上会員の同意が必要となる変更を行う場合には、法令に特に定めが

ある場合を除き、当協会が適切と認める方法で同意を得るものとします。

（F会員の権利）
第６条　　F会員は当協会より認定資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するも

のとする。なお、当該各号の権利は日本国内においてのみ生じるものとする。

1) 「７つの習慣(R)実践会」（以下、「実践会」という。）を、自ら主催し、かつ、ファシリテー
ターを務める権利。

2) 次の①から③に掲げる資格名称（以下、「認定資格名称」という。）を肩書きとして使用

する権利。但し、当該の資格名称の使用は、当協会が別に定めるところに従うものと

する。その他の名称は原則認められない。

①「７つの習慣(R)実践会」ファシリテーター
②「７つの習慣(R)実践会」認定ファシリテーター
③一般社団法人７つの習慣アカデミー協会認定

④「７つの習慣(R)実践会」ファシリテーター
3) 当協会が許可するロゴを使用する権利。但し、当該ロゴの使用は、当協会が別に定

めるところに従うものとする。

4) その他当協会が別に定める権利がある場合はその権利。

（実践会の開催）

第７条　　F会員が実践会を主催しファシリテーターを務める場合においては、次の各号に掲げる規
定に従うものとする。

1) 実践会を開催する会場の確保、受講者からの受講申込みの受付、当日の教材の準
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備、受講料等の入金、入金管理、実践会開催当日の運営その他実践会を開催する

ために必要な業務は全てF会員が行うものとし、当該開催にかかる会場費等の費用
はF会員の負担とする。

2) 実践会の内容は当協会が標準化した内容でなければならず、使用するテキスト等の

教材は当協会が指定したものに限る。なお、受講料、教材費その他の受講者から受

領する金額は、当協会が別に定める金額としなければならず、開催する時間も当協

会が別に定める時間とする。

3) F会員は、実践会を主催する場合は、当協会が別に定める規定がある場合はそれら
に従うものとする。当該規定は、当協会がいつでも変更できるものとし、変更する場合

は、当協会はF会員に対して、その変更後の規定を通知する。
4) F会員は、当協会が指定する形式の受講者からのアンケートその他の書面がある場

合は、受講者に記入をしてもらい、当協会にその内容を通知しなければならない。

5) F会員は、当協会の事前の同意がある場合を除き、F会員の主催する実践会内にお
いて、当該実践会の受講者に対し、F会員又は第三者の商品・サービスの紹介、購
入の勧誘及び販売をしてはならない。

6) F会員は実践会を開催する会場内に、当協会が認める者を除き、聴講生、オブザー
バーその他いかなる名目をもってしても、受講者以外の者を立ち入らせてはならな

い。

7) F会員は、実践会の受講者からクレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内
容を当協会に対し速やかに報告をしなければならない。

8) F会員は、受講者に対し、実践会の内容について動画撮影又は音声録音の許可をし
てはならない。

9) 当協会はいつでも、F会員の主催する実践会の開催場所に立ち入り、実践会の内容
を確認することができるものとする。

10) F会員が本条により生じる義務に違反した場合、当協会はF会員に対し、直ちにその
主催する実践会の開催の中止を求めることができる。その中止により実践会の受講者

において損害を生じた場合は、全てその賠償はF会員においてなすものとし、F会員
は当協会に対し求償はできない。

11) 実践会受講規約、誓約書その他のF会員と受講者との間との取り決めに関する規定
については、当協会が別途用意する規定の雛形を用いるものとし、当協会の事前の

同意がある場合を除き、独自の取り決めをしてはならない。

12) 前各号の他、F会員が遵守すべき事項（活動倫理、行動規範を含むがそれらに限ら
れない。）については、当協会が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものと

し、F会員はその規定を遵守して実践会を主催しファシリテーターを務めなければな
らない。

（通知の方法）

第８条　　当協会からF会員及びM会員に対する通知の方法は、Ｅメールによる方法その他当協会が
定める方法をもってする。

(変更の届出)
第９条　　F会員及びM会員は、当協会へ伝えたその氏名、住所、Ｅメールアドレス、電話番号、その

他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から１週間以内に

その旨及び変更後の内容を当協会に対して通知しなければならない。

２　当協会は、F会員及びM会員が前項の通知を行わなかったことによるF会員及びM会員の
不利益についての責任を負わないものとする。
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３　当協会からF会員及びM会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達す
べき時期に到達したものとみなす。

４　心身の負傷、傷病、障害により通院（投薬）が発生した場合は速やかに協会へ活動の相

談及び報告を行う。

（広告、メディア等）

第１０条　　F会員が実践会の広告や活動の広報（ＰＲ）を行う場合は、必ず「一般社団法人７つの習
慣アカデミー協会」所属認定ファシリテーター会員である事を明確に記載し、社会通念に

照らし適切な方法をもってする。

　　　２　F会員が当協会の名称又は認定ファシリテーターの資格名称をもって、テレビ、ラジオ、雑
誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に当協会の同意を得な
ければならない。

　　　３　F会員は、「７つの習慣」に関連する書籍の執筆、出版等は一切してはならない。
　　　４　F会員が実践会等の広告や活動の広報（ＰＲ）を行うために、広告物を制作する場合は、事

前に当協会の同意を受けなければならない。

　　　５　その他、F会員が実践会の広告や活動の広報（ＰＲ）を行うにあたって遵守すべき事項につ
いて当協会が別に規定を定める場合は、F会員はそれに従うものとする。

（委託等の禁止）

第１１条　F会員は、当協会の事前の同意がある場合を除き、実践会を主催する場合に、その主催業
務及びファシリテーター業務を第三者（従業員を含む。）に行わせてはならない。

（契約の地位）

第１２条　F会員及びM会員は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位
（会員資格及び認定資格の付与を受けた地位を含む。）を第三者に譲渡することができ

ず、会員が死亡した場合、本規約の効力は終了するものとする。

（知的財産権）

第１３条　F会員及びM会員は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了後４年の間
は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、当協会、当協会の代表者、当協

会の代表者が主宰する当協会以外の法人、フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社が設

定の登録をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含

む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。

　　　２　本事業に関する著作物（以下、「本著作物」という。）に関する著作権は当協会及びフランクリ

ン・コヴィー・ジャパン株式会社に帰属し、F会員及びM会員は当協会の事前の承諾がある
場合を除き、当該著作権を侵害する行為（次に掲げる行為を含むがこれらに限られな

い。）を行ってはならない。但し、第４条に規定された権利に基づき、その権利の範囲内で

当該著作権を使用する場合はその限りでない。

1) 本著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インター

ネットを通じて公衆に送信する行為

2) 本著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為

3) 私的利用の範囲を超えて、本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為

　　　３　本著作物について、F会員及びM会員がこれを引用して自らで著作物を制作しようとする時
は、当協会の事前の許可を得なければならない。

　　　４　F会員及びM会員は、スティーブン・R・コヴィー氏その他のフランクリン・コヴィー・ジャパン株
式会社又は当協会に関連する人物の写真、動画等を当協会の書面による事前の許可なく
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使用してはならず、その肖像権、パブリシティ権を一切侵害してはならない。

（禁止事項）

第１４条　F会員及びM会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
1) 「７つの習慣」のブランドイメージを毀損することにつながりうる行為。

2) 本著作物、本事業に関するコンテンツ、認定資格名称又は当協会の名称をもって、

企業（あらゆる事業者をいう。）、学校、塾、専門学校などの教育機関等、地方公共団

体その他あらゆる機関又は団体に対して、講演、研修、講座、セミナーその他の役務

を提供し、又は商品を販売すること。

3) 日本国外において、第６条の権利をもって活動をすること。

4) 当協会の同意なく、養成講座・大學校の講座内容、テキスト、習得した技術等を第三

者に対し開示すること（ＹｏｕＴｕｂｅ、ｆａｃｅｂｏｏｋ等のソーシャルメディアを利用して養成

講座・大學校にかかるノウハウ等を流出させた場合を含むがそれらに限られない。）

5) F会員が主催する実践会の受講者、当協会の主宰する各種講座の受講者、他の会
員、その他当協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマー

ケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又

はサービスの購入の勧誘（これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。）を行うこ

と。

6) その他当協会が別に定める禁止行為がある場合はその行為。

（解除と資格の喪失）

第１５条　F会員及びM会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は本規約
に基づく契約関係を解除し、F会員及びM会員の会員資格及び認定資格を喪失させるこ
とができる。

1) 前条に規定する禁止行為を行った場合

2) 本規約、当協会が別に定める規定又は法令に違反した場合

3) 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

4) 本規約及び当協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠

り又は虚偽の通知をした場合

5) 第９条３項（当協会からF会員及びM会員に対する通知が到達しない場合、当該通知
は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。）通知期限経過によりF会員からM
会員への移行、及び退会となる事もある。

6) F会員及びM会員としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動
をした場合

7) F会員及びM会員が、精神的に不安定な状態になり、精神科・神経科に通院してい
る、ないしは継続的な投薬している場合、またはカウンセリング等に通っている場合

は、必ず担当医師、またはカウンセラーに相談することとし、当協会に申告が必要で

ある。また、活動に支障がある、ないしは他の会員の活動に支障をきたすと当協会が

判断した場合は、申告の有無に関わらず、F会員からM会員への移行、もしくは退会
扱いとなる。

8) 当協会又は当協会の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

9) 当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

10) 月額会費を２か月分以上滞納した場合
11) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ず

る者）であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは

経営に協力、反社会的勢力等との何らかの交流、若しくは関与を行っていると当協会
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が判断した場合

12) F会員及びM会員資格及び認定資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があ
ると当協会が判断した場合

（退会事由及び手続）

第１６条　F会員及びM会員は，当協会に対して２か月前に通知をし、協会本部の定める退会届に理
由を付して提出し，任意に退会することができる。

　　　２　退会及び認定資格を喪失した場合，既納の認定費等は返還しない。

　　　３　認定資格喪失後は，認定ファシリテーターとしての資格称号を前歴としても使用することは

できない。

　　　４　会員サイトおよび会員専用のイベントの利用はできない。

　　　５　F会員への再認定には、その理由を記した説明書と共に、改めてファシリテーター養成講座およ
びそれに準ずる講座の受講とファシリテーション試験及び筆記試験の合格が必須となる。

（再認定及び手続）

第１７条　F会員は、海外留学、長期病気療養、家族の介護等の理由により７つの習慣実践会認定
ファシリテーターとしての義務を遂行できない場合は、M会員に移行することになるが、M
会員に移行してから２年経過するまでの間に限り、ファシリテーション試験は免除とする。

　　　２　M会員の期間も、会費の納入が必要となる。
　　　３　学習講座・マスターズクラブ等のサービスは、引き続き利用することができる。

　　　４　再認定には下記のとおり、条件を満たす必要がある。

再認定（実践会を開催するため）の
必要条件

養成
講座

リピート受
講

ファシリ
試験合格

筆記
試験
合格

更新
要件

クラブ
内

実践会

退会 ゼロ円 － ◯ ◯ ◯ ◯ ×

M会員

5,000円
+税

更新後２年以上
経過 － ◯ ◯ ◯ ◯

5,000円
+税

更新後１年以上
２年未満 － － ◯ ◯ ◯

※ファシリテーター養成講座およびそれに準ずる講座の受講費に、試験料も含みます。

※認定試験の費用について

　過去に、認定試験に合格されている方に限り、M会員からF会員になるための筆記試験・ファシリテーター
試験の費用は、１回目のみ無料といたします。２回目以降は、所定の費用がかかります。（試験のタイミン

グは、開催されている講座に付随します。）

（資料・情報等の返還）

第１８条　F会員は認定資格を喪失した場合、当協会から認定ファシリテーターとして活動するため
に受領した情報の一切を、当協会に対し返却し、返却のできないものは破棄をした上で、

その破棄に関する適切な証明書を当協会に提出するものとする。

（競業禁止）

第１９条　F会員は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後２年の間は、当協会の書
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面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は

類似の事業（認定ファシリテーターを育成する事業、民間資格を発行する事業を含む。）を

行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名を

もっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。

　　　２　F会員は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、実践会その他の当協会が企
画、制作をする講座と内容が類似する講座、セミナー等を開催してはならない。

（秘密保持）

第２０条　F会員及びM会員は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合に
おいても、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、当協会によって開示され

た、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、当協会固

有の技術上、営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約

の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。

（個人情報の取扱い）

第２１条　当協会とF会員及びM会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取
扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関

連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で

個人情報を適正に取扱うものとする。

２　当協会は、F会員より、実践会の受講者の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる
目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。

1) 当協会への意見や感想をもらうため

2) 市場調査、顧客動向分析その他、当協会の経営及び運営上必要な分析を行うため

3) 当協会のマーケティング活動に利用するため

4) 業務上必要な連絡をとるため

5) その他当協会のサービスを適切かつ円滑に提供するため

　　　３　F会員は、実践会において取得した受講者のプライバシーに関する情報を、漏えいしてはな
らない。

（損害賠償）

第２２条　F会員及びM会員は故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする
義務を負う。

２　F会員及びM会員は、第１３条（知的財産権）又は第１９条（競業禁止）に違反した場合、当
協会に対し、違約金として金３０００万円を超えない額で当協会が指定した額を支払わなけ

ればならない。

（当協会の免責）

第２３条　F会員が受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、当協会は、認F会員
及び第三者に対し何らの責任も負わず、F会員から一切の求償も受けないものとする。

　　

（確認条項）

第２４条　F会員及びM会員資格及び認定資格の付与は、当協会がF会員及びM会員に対して、F
会員及びM会員の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、実践会の開催を含
めたF会員及びM会員の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

　　　２　当協会とF会員及びM会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、
合弁等の関係がないことを確認する。
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３　当協会からF会員及びM会員に対する通知があった場合、F会員及びM会員がその通知
内容を覚知していないことによる不利益については、F会員及びM会員に何らの事情があ
ろうとも当協会はその責任を負わないことを確認する。

　　　４　当協会は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、F会員及びM会員との本
規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。

　　　５　当協会は、当協会の都合により、本サービスの提供を終了することができるものとする。ただ

し、当協会が本サービスを終了する場合には、当協会が適切と考える方法により、F会員
及びM会員に事前に通知する。また、当協会は、前述に基づき本サービスの提供を終了
したことによりF会員及びM会員が被った損害について、一切の責任を負わないこととす
る。

（専属管轄）

第２５条　本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を

その専属の管轄裁判所とする。

（協議事項）

第２６条　本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の

原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

改定日：2024年4月1日

改定履歴
2021年 08⽉ 28⽇改定
第 ７条３変更の届出について追加
第１４条(５)(７)解除と資格の喪失について追加

2022年 12⽉ 15⽇改定
第１５条退会事由及び⼿続について追加
第１６条休会事由及び⼿続について追加

2023年 04⽉ 20⽇改訂
第１４条(７)加筆修正

2023年 05⽉ 01⽇改訂
第３条５・６ 、第６条（３）規約の変更について　第４条として変更・追加
第１５条（１１）反社会勢力への対応について　追加
第２４条５　サービスの終了について　追加
　

2023年 07⽉ 01⽇改訂
会員種別「ゼミナール会員」を追加
「休会」制度の廃止
「再受講」の呼称を「リピート受講」に変更
第３条（月額会費の支払い、有効期間と更新）を第３条（月額会費の支払い）と第４条（有効期間と

更新）に修正

第５条（利用規約の変更の規定追加）返金について加筆修正

2024年 04⽉ 01⽇改訂
会員種別「ゼミナール会員」の名称を「マスターズクラブ会員」に変更
　第２条　２（４）を　第４条　２（８）に変更
　第１４条（資格返上と再度の資格取得）　削除し、第１６条に踏襲
　第１６条　「認定講座のリピート受講」を「養成講座およびそれに準ずる講座」に変更
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第１７条　「認定講座のリピート受講」を「養成講座およびそれに準ずる講座」に変更
　第１７条　リピート受講の割引について　削除

2024年 04⽉ 05⽇改訂
会員種別　７つの習慣実践会認定ファシリテーター会員をF会員
７つの習慣実践会マスターズクラブ会員をM会員
入会金支払いの追加
第２２条　２の条項を修正

入 会 申 請 書 
 

 

一般社団法人 7つの習慣アカデミー協会 御中 

 

 

私は、貴法人の定める「７つの習慣(R)実践会」認定ファシリテーター会員

及びマスターズクラブ会員規約に同意の上、一般社団法人７つの習慣ア

カデミー協会主催の会員制度に入会申請をいたします。 
 

 

□ 7つの習慣(R)実践会 認定ファシリテーター資格を同時申請する

 

署名日 
 

氏 名  　　　　　　　　　　　　　　　　 
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